
〇新旧対照表 
 佐倉市工事検査要綱（平成７年６月１日制定） 

（新） （旧） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、佐倉市財務規則（平成元年佐倉市規則第６

号。以下「規則」という。）その他別に定めるもののほか、市

長が契約を締結した工事又は製造の請負（以下「工事等」とい

う。）に関する検査を適正かつ効率的に執行するため、必要な

事項を定めるものとする。 

（適用範囲） 

第２条 この要綱を適用する検査は、契約金額が、規則第１４１

条第１号に規定する額を超える工事又は製造の請負とする。 

（定義）                                                            

第３条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

（１）工事 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項

の規定による建設工事をいう。 

（２）製造の請負 船舶の製造、発電機の製造等を請負により契約

した場合又は委託による工事をいう。 

（３）事業担当部長 規則第２条第３号に規定する職員をいう。 

 

（４）事業担当課長 事業を実施する課、所、園、館等の長をいう。 

（５）検査担当部長 事業担当部長のうち、検査を所管する所属の

職員をいう。 

（６）検査担当課長 検査を所管する課等の長をいう。 

（７）検査員 規則第１５３条第１項の規定により検査を命じら

（趣旨） 

第１条 この要綱は、佐倉市財務規則（平成元年佐倉市規則第

６号。以下「規則」という。）その他別に定めるもののほ

か、市長が契約を締結した工事又は製造の請負（以下「工事

等」という。）に関する検査を適正かつ効率的に執行するた

め、必要な事項を定めるものとする。 

（適用範囲） 

第２条 この要綱を適用する検査は、契約金額が、規則第１４１

条第１号に規定する額を超える工事又は製造の請負とする。 

（定義）                                                            

第３条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

（１）工事 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項

の規定による建設工事をいう。 

（２）製造の請負 船舶の製造、発電機の製造等を請負により契約

した場合又は委託による工事をいう。 

（３）事業担当部長 規則第２条第１項第３号に規定する職員を

いう。 

（４）事業担当課長 事業を実施する課、所、園、館等の長をいう。 

（５）検査担当部長 事業担当部長のうち、検査を所管する所属の

職員をいう。 

（６）検査担当課長 検査を所管する課等の長 

（７）検査員 規則第１５３条第１項の規定により検査を命じら



れた職員で、検査を所管する所属の職員をいう。 

（８）契約図書 契約書及び設計図書をいう。 

ア 契約書 契約書及び契約約款をいう。 

イ 設計図書 特記仕様書、図面、共通仕様書、事業説明書並

びに事業説明に対する質問書及び回答書をいう。 

（９）監督員 総括監督員、主任監督員及び担当監督員をいう。 

（検査員の任命） 

第４条 検査担当部長は、検査員を指名し、当該検査員を検査員

名簿に登載する。 

（検査員の職務） 

第５条 検査員は、工事等に係る検査及び検査に関する事務の執

行に当たる。 

（検査の種類）                                                      

第６条  検査の種類は、次の各号に掲げるものとし、その内容は

当該各号に定めるものとする。 

（１）完成検査 規則第１５３条第１項第１号に規定により実施

する検査をいう。 

（２）出来形検査  規則第１５３条第１項第２号に規定するとき

又は第３号に規定する物件の一部の納入があったときに実施

する次に掲げる検査をいう。 

ア 部分払検査（完了前に、出来高に応じて対価の一部を支

払う必要がある場合における既済部分を確認するための

検査をいう。） 

イ 部分引渡検査（目的物の一部が納入される場合において

既納部分を確認するための検査をいう。） 

ウ 契約解除（工事等の実施途中において、やむ得ない事

れた職員で、検査を所管する所属の職員をいう。 

（８）契約図書 契約書及び設計図書をいう。 

   ア 契約書  契約書及び契約約款をいう。 

  イ 設計図書  特記仕様書、図面、共通仕様書、事業説明書並

びに事業説明に対する質問書及び回答書をいう。 

（９）監督員 総括監督員、主任監督員及び担当監督員をいう。 

（検査員の任命） 

第４条 検査担当部長は、検査員を指名し、当該検査員を検査員

名簿に登載する。 

（検査員の職務） 

第５条 検査員は、工事等に係る検査及び検査に関する事務の執

行に当たる。 

（検査の種類）                                                      

第６条  検査の種類は、次の各号に掲げるものとし、その内容は

当該各号に定めるものとする。 

（１）完成検査 規則第１５３条第１項第１号に規定により実施

する検査をいう。 

（２）出来形検査  規則第１５３条第１項第２号に規定するとき

又は第３号に規定する物件の一部の納入があったときに実施

する次に掲げる検査をいう。 

ア 部分払検査（完了前に、出来高に応じて対価の一部を支

払う必要がある場合における既済部分を確認するための

検査をいう。） 

イ 部分引渡検査（目的物の一部が納入される場合において

既納部分を確認するための検査をいう。） 

ウ 契約解除（工事等の実施途中において、やむ得ない事



由により、契約を解除し清算する場合において既済部分

を確認するための検査をいう。） 

（３）中間検査 次に掲げる検査をいう。 

ア 部分使用検査（規則第１５３条第１項第３号の規定に

基づき契約により給付の一部を使用する場合において、

事業の出来形、品質、出来栄え等を確認する検査をいう。） 

イ 段階検査（特記仕様書等に定められた特約等により実

施する検査において、実施状況、出来形、品質、出来栄え

等を確認する検査をいう。） 

ウ 確認検査（検査担当課長が、より良い品質の向上及び

完成検査の補完等を目的として、実施状況、出来形、品

質、出来栄え等を確認する検査をいう。） 

（検査の立会い）                                        

第７条  検査は、監督員のほか、契約の相手方（以下「受注者」

という。）又はその代理人等、規則第１５４条の規定により、

事業担当課長又は事業担当課長に命ぜられた職員の立会いの

上行うものとする。 

（検査手続） 

第８条 検査は、受注者から完成通知書、出来形検査願又は中間

検査願等（以下「通知書等」という。）等の通知を受けた日か

ら政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第

２５６号。以下「支払遅延防止法」という。）第５条第１項に

規定する日数以内に完了するものとする。 

２ 事業担当課長は、通知書を受理した日から５日以内に、検査

執行依頼書（別記様式第１号）に通知書等を添えて検査担当課

長に提出するとともに、別表第１に掲げる検査に必要な図書類

由により、契約を解除し清算する場合において既済部分

を確認するための検査をいう。） 

（３）中間検査 次に掲げる検査をいう。 

ア 部分使用検査（規則第１５３条第１項第３号の規定に

基づき契約により給付の一部を使用する場合において、

事業の出来形、品質、出来栄え等を確認する検査をいう。） 

イ 段階検査（特記仕様書等に定められた特約等により実

施する検査において、実施状況、出来形、品質、出来栄え

等を確認する検査をいう。） 

ウ 確認検査（検査担当課長が、より良い品質の向上及び

完成検査の補完等を目的として、実施状況、出来形、品

質、出来栄え等を確認する検査をいう。） 

（検査の立会い）                                        

第７条  検査は、監督員のほか、契約の相手方（以下「受注者」

という。）又はその代理人等、規則第１５４条の規定により、

事業担当課長又は事業担当課長に命ぜられた職員の立会いの

上行うものとする。 

（検査手続） 

第８条 検査は、受注者から完成通知書、出来形検査願又は中間

検査願（以下「通知書」という。）等の通知を受けた日から政

府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５

６号。以下「支払遅延防止法」という。）第５条第１項に規定

する日数以内に完了するものとする。 

２ 事業担当課長は、通知書を受理した日から５日以内に、検査

執行依頼書（別記様式第１号）に前項の通知書を添えて検査担

当課長に提出するとともに、別表第１に掲げる検査に必要な図



（以下｢検査関係図書」という。）の提示をしなければならな

い｡ただし､中間検査においては中間調書（別記様式第２号）、

出来形検査においては出来高調書（別記様式第３号）を添付す

るものとする。 

３ 検査担当課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、検

査を実施する検査員を第４条の規定による検査員名簿から選

定し、速やかに検査日等を検査執行通知書（別記様式第４号）

により事業担当課長に通知するものとする。 

４ 事業担当課長は、前項の規定による通知を受けたときは、検

査日等を監督員、前条各号の立会人及び受注者に通知するもの

とする。 

５ 工事等の施工途中において、検査担当課長が特に必要と認め

た場合は、検査員に命じて、中間検査執行伺書（別記様式第５

号）により検査することができる。  

６ 前項の場合において、検査担当課長は、検査執行通知書によ

り事業担当課長に通知するものとする。 

（検査の方法） 

第９条 検査は、規則第１５３条第２項の規定により、契約図書

及び別表第１に掲げる検査関係図書に基づき、給付の内容、数

量、実施状況、出来形、品質、出来栄え等について検査し、別

表第２に掲げる検査基準に関する関係図書によりその適否を

判定するものとする。 

２ 前項の場合において、規則第１５３条第３項の規定により、

必要に応じて、一部破壊若しくは分解又は試験を行うほか、地

下、水中その他の不可視部分については、監督員の確認、出来

形図、写真、規格証明書及び品質証明書又は保証書等により検

書類（以下｢検査関係図書」という。）の提示をしなければな

らない｡ただし､中間検査においては中間調書（別記様式第２

号）、出来形検査においては出来高調書（別記様式第３号）を

添付するものとする。 

３ 検査担当課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、検

査を実施する検査員を第４条の規定による検査員名簿から選

定し、速やかに検査日等を検査執行通知書（別記様式第４号）

により事業担当課長に通知するものとする。 

４ 事業担当課長は、前項の規定による通知を受けたときは、検

査日等を監督員、前条各号の立会人及び受注者に通知するもの

とする。 

５ 工事等の施工途中において、検査担当課長が特に必要と認め

た場合は、検査員に命じて、中間検査執行伺書（別記様式第５

号）により検査することができる。  

６ 前項の場合において、検査担当課長は、検査執行通知書によ

り事業担当課長に通知するものとする。 

（検査の方法） 

第９条 検査は、規則第１５３条第２項の規定により、契約図書

及び別表第１に掲げる検査関係図書に基づき、給付の内容、数

量、実施状況、出来形、品質、出来栄え等について検査し、別

表第２に掲げる検査基準に関する関係図書によりその適否を

判定するものとする。 

２ 前項の場合において、規則第１５３条第３項の規定により、

必要に応じて、一部破壊若しくは分解又は試験を行うほか、地

下、水中その他の不可視部分については、監督員の確認、出来

形図、写真、規格証明書及び品質証明書又は保証書等により検



査を行うことができるものとする。 

（検査調書の作成） 

第１０条  検査員は、前条第１項の規定により検査した結果、給

付の完了が確認されたときは、規則第１５５条の規定により、

検査調書（別記様式第６号）、出来形調書（部分払）（別記様

式第７号）、出来形調書（部分引渡）（別記様式第８号）又は

出来形調書（契約解除）（別記様式第９号）を作成するものと

する。 

（工事成績評定表） 

第１１条  監督員は当該工事等の完成後に、検査員にあっては部

分使用検査、出来形検査及び完成検査後に、当該契約に係る工

事等の成績を評定し、工事成績評定表を作成しなければならな

い。ただし、部分使用検査については、対象となる完成部分及

び検査関係図書がその性質上可分であるときであって、受注者

の求めがあった場合に作成するものとする。 

２ 監督員は、前項の規定により作成した工事成績評定表を検査

執行依頼書とともに提出するものとする。 

（検査の報告） 

第１２条 検査員は、完成検査を行ったときは、完成検査報告書

(別記様式第１０号）に前条第１項の規定により作成した工事

成績評定表及び第１０条の規定により作成した検査調書を添

付して、検査担当課長に検査結果を報告しなければならない。 

２ 検査員は、中間検査を行ったときは、中間検査報告書（別記

様式第１１号）により、検査担当課長に検査結果を報告しなけ

ればならない。 

３ 検査員は、出来形検査を行ったときは、出来形検査報告書（別

査を行うことができるものとする。 

（検査調書の作成） 

第１０条  検査員は、前条第１項の規定により検査した結果、給

付の完了が確認されたときは、規則第１５５条の規定により、

検査調書（別記様式第６号）、出来形調書（部分払）（別記様

式第７号）、出来形調書（部分引渡）（別記様式第８号）又は

出来形調書（契約解除）（別記様式第９号）を作成するものと

する。 

（工事成績評定表） 

第１１条  監督員は当該工事等の完成後に、検査員にあっては部

分使用検査、出来形検査及び完成検査後に、当該契約に係る工

事等の成績を評定し、工事成績評定表を作成しなければならな

い。ただし、部分使用検査については、対象となる完成部分及

び検査関係図書がその性質上可分であるときであって、受注者

の求めがあった場合に作成するものとする。 

２ 監督員は、前項の規定により作成した工事成績評定表を検査

執行依頼書とともに提出するものとする。 

（検査の報告） 

第１２条 検査員は、完成検査を行ったときは、完成検査報告書

(別記様式第１０号）に前条第１項の規定により作成した工事

成績評定表及び第１０条の規定により作成した検査調書を添

付して、検査担当課長に検査結果を報告しなければならない。 

２ 検査員は、中間検査を行ったときは、中間検査報告書（別記

様式第１１号）により、検査担当課長に検査結果を報告しなけ

ればならない。 

３ 検査員は、出来形検査を行ったときは、出来形検査報告書（別



記様式第１２号）に第１０条の規定により作成した出来形調書

を添付して、検査担当課長に検査結果を報告しなければならな

い。 

４ 規則第１５３条第４項の規定により、検査員は検査の結果手

直しが必要であると判断したときは、手直し指示報告書（別記

様式第１３号）により検査担当課長に報告しなければならな

い。ただし、軽微な手直し又は注意事項については、口頭によ

り報告することができる。 

（手直し） 

第１３条 検査担当課長は、前条第４項の規定による報告を受け

た場合において、事業の出来形、品質及び数量等が契約図書又

は出来高調書と相違し又は不完全であると認めたときは、手直

し指示書（別記様式第１４号）により事業担当課長に通知する

ものとする。 

２ 事業担当課長は、前項の通知を受けたときは、手直し指示通

知書（別記様式第１５号）により直ちに当該検査に係る受注者

に修補又は改造等を通知するものとする。 

３ 前条第４項のうち軽微な手直し又は注意事項については、当

該検査員が口頭指示することにより、これに代えることができ

るものとする。 

（手直し完了） 

第１４条 受注者は、前条の規定による指示を受けたときは、指

定の期間内に修補又は改造等を行わなければならない。 

２ 受注者は、前条第２項の修補又は改造等を完了したときは、

速やかに手直し完了届（別記様式第１６号）によりその旨を市

長に届けなければならない。ただし、前条第３項の軽微な手直

記様式第１２号）に第１０条の規定により作成した出来形調書

を添付して、検査担当課長に検査結果を報告しなければならな

い。 

４ 規則第１５３条第４項の規定により、検査員は検査の結果手

直しが必要であると判断したときは、手直し指示報告書（別記

様式第１３号）により検査担当課長に報告しなければならな

い。ただし、軽微な手直し又は注意事項については、口頭によ

り報告することができる。 

（手直し） 

第１３条 検査担当課長は、前条第４項の規定による報告を受け

た場合において、事業の出来形、品質及び数量等が契約図書又

は出来高調書と相違し又は不完全であると認めたときは、手直

し指示書（別記様式第１４号）により事業担当課長に通知する

ものとする。 

２ 事業担当課長は、前項の通知を受けたときは、手直し指示通

知書（別記様式第１５号）により直ちに当該検査に係る受注者

に修補又は改造等を通知するものとする。 

３ 前条第４項のうち軽微な手直し又は注意事項については、当

該検査員が口頭指示することにより、これに代えることができ

るものとする。 

（手直し完了） 

第１４条 受注者は、前条の規定による指示を受けたときは、指

定の期間内に修補又は改造等を行わなければならない。 

２ 受注者は、前条第２項の修補又は改造等を完了したときは、

速やかに手直し完了届（別記様式第１６号）によりその旨を市

長に届けなければならない。ただし、前条第３項の軽微な手直



し又は注意事項については、手直し写真等による報告又は当該

検査員の指示に従うものとする。 

３ 検査員は、前項の届出等を受けた日から支払遅延防止法第５

条第１項に規定する期間内に第１項の修補又は改造等の措置

を確認するものとする。 

４ 第９条及び第１２条（添付書類に係る部分を除く。）の規定

は、前項の確認及び確認報告をする場合に準用する。 

（認定通知） 

第１５条 検査担当課長は、検査員が行う検査について認定する

ものとする。 

２ 検査担当課長は、前項の認定をしたときは認定通知書（完成

検査用）（別記様式第１７号）、認定通知書（中間検査用）（別

記様式第１８号）又は認定通知書（出来形検査用）（別記様式

第１９号）及び第１０条により作成された調書を添付し、事業

担当課長に通知するものとする。 

３ 事業担当課長は、前項の通知で受けた検査認定について、事

業担当部長に報告するものとする。 

４ 事業担当課長は、第２項の通知を受けたときは、当該認定に

係る受注者に、検査結果通知書（完成検査用）（別記様式第２

０号）、検査結果通知書（中間検査用）（別記様式第２１号）

又は検査結果通知書（出来形検査用）（別記様式第２２号）に

より通知するものとする。 

５ 受注者に通知した後に、検査結果通知書（完成検査用）に記

載のある評定点を修正する必要が生じた場合は、工事成績評定

結果修正通知書（別記様式第２３号）により、修正した評定点

を受注者に通知するものとする。 

しについては、手直し写真等による報告又は当該検査員の指示

に従うものとする。 

３ 検査員は、前項の報告を受けた日から支払遅延防止法第５条

第１項に規定する期間内に第１項の修補又は改造等の措置を

確認するものとする。 

４ 第９条及び第１２条（添付書類に係る部分を除く。）の規定

は、前項の確認及び確認報告をする場合に準用する。 

（認定通知） 

第１５条 検査担当課長は、検査員が行う検査について認定する

ものとする。 

２ 検査担当課長は、前項の認定をしたときは認定通知書（完成

検査用）（別記様式第１７号）、認定通知書（中間検査用）（別

記様式第１８号）又は認定通知書（出来形検査用）（別記様式

第１９号）及び第１０条により作成された調書を添付し、事業

担当課長に通知するものとする。 

３ 事業担当課長は、前項の通知で受けた検査認定について、事

業担当部長に報告するものとする。 

４ 事業担当課長は、第２項の通知を受けたときは、当該認定に

係る受注者に、検査結果通知書（完成検査用）（別記様式第２

０号）、検査結果通知書（中間検査用）（別記様式第２１号）

又は検査結果通知書（出来形検査用）（別記様式第２２号）に

より通知するものとする。 

５ 受注者に通知した後に、検査結果通知書（完成検査用）に記

載のある評定点を修正する必要が生じた場合は、工事成績評定

結果修正通知書（別記様式第２３号）により、修正した評定点

を受注者に通知するものとする。 



（引渡書の提出） 

第１６条 前条第３項の規定による通知を受けた受注者は、当該

契約にかかる目的物について目的物引渡書（別記様式第２４

号）を市長に提出しなければならない。ただし、第６条第２号

ア及び第３号の検査については、この限りでない。   

２ 前項の規定により目的物引渡書の提出を受けた事業担当課

長は、規則第１２章に規定する措置を速やかに実施しなければ

ならない。 

（検査を委託した場合の措置） 

第１７条 検査担当課長は、市長が地方自治法施行令（昭和２２

年政令第１６号）第１６７条の１５第４項の規定により検査員

以外の者（以下「外部検査員」という。）に委託して検査を行

わせた場合においては、外部検査員から当該検査の結果につい

て検査調書その他検査の内容を明確にした書類を提出させる

とともに、検査に際しては、検査員も同時に検査に立ち合わせ

なければならない。 

２ 前項の規定により検査に立ち会った検査員は、外部検査員の

書類に基づき工事成績評定表を作成しなければならない。 

３ 第１２条の規定は、第１項の検査について準用する。 

（検査実績の報告）    

第１８条 検査担当課長は、年度終了後、検査の実績及び傾向を取

りまとめ、検査実績報告書（別記様式第２５号）により市長に報

告するとともに、必要な改善点について事業担当課長に、検査実

績について（別記様式第２６号）により通知するものとする。 

（検査台帳の作成及び検査資料の保管） 

第１９条 検査担当課長は、検査台帳（別記様式第２７号）を作成

（引渡書の提出） 

第１６条 前条第３項の規定による通知を受けた受注者は、当該

契約にかかる目的物について目的物引渡書（別記様式第２４

号）を市長に提出しなければならない。ただし、第６条第２号

ア及び第３号の検査については、この限りでない。   

２ 前項の規定により目的物引渡書の提出を受けた事業担当課

長は、規則第１２章に規定する措置を速やかに実施しなければ

ならない。 

（検査を委託した場合の措置） 

第１７条 検査担当課長は、市長が地方自治法施行令（昭和２２

年政令第１６号）第１６７条の１５第４項の規定により検査員

以外の者（以下「外部検査員」という。）に委託して検査を行

わせた場合においては、外部検査員から当該検査の結果につい

て検査調書その他検査の内容を明確にした書類を提出させる

とともに、検査に際しては、検査員も同時に検査に立ち合わせ

なければならない。 

２ 前項の規定により検査に立ち会った検査員は、外部検査員の

書類に基づき工事成績評定表を作成しなければならない。 

３ 第１２条の規定は、第１項の検査について準用する。 

（検査実績の報告）    

第１８条 検査担当課長は、年度終了後、検査の実績や傾向を取り

まとめ、検査実績報告書（別記様式第２５号）により市長に報告

するとともに、必要な改善点について事業担当課長に、検査実績

について（別記様式第２６号）により通知するものとする。 

（検査台帳の作成及び検査資料の保管） 

第１９条 検査担当課長は、検査台帳（別記様式第２７号）を作成



し、検査報告書類とともに整理し、及び保管しなければならな

い。 

（補則） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定め

る。 

 附 則 

（施行期日）   

１ この要綱は、平成７年６月１日から施行する。   

（旧要綱の廃止）    

２  佐倉市工事検査要綱（平成元年４月１日施行）は廃止する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成８年６月１日から施行する。  

（適用区分等）    

２ この要綱は、平成８年６月１日から適用し、平成８年５月３

１日までの検査については、旧要綱による。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成９年７月１日から施行する。 

   附 則  

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１４年９月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１５年７月１日から施行する。 

   附 則 

し、検査報告書類とともに整理保管しなければならない。 

 

（補則） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定め

る。 

 附 則 

（施行期日）   

１ この要綱は、平成７年６月１日から施行する。   

（旧要綱の廃止）    

２  佐倉市工事検査要綱（平成元年４月１日施行）は廃止する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成８年６月１日から施行する。  

（適用区分等）    

２ この要綱は、平成８年６月１日から適用し、平成８年５月３

１日までの検査については、旧要綱による。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成９年７月１日から施行する。 

   附 則  

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１４年９月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１５年７月１日から施行する。 

   附 則 



（施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３０年３月３０日決裁 ２９佐契第１０８９

号） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則（令和３年３月３１日決裁 佐契第１１９７号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２９日決裁 佐契第１２５５号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の佐倉市建設工事検査要綱の規定は、

令和６年度の予算執行から適用し、令和５年度の予算執行につ

いては、なお従前の例による。 

 

別表第１（第７、８条） 

検査に必要な図書類（検査関係図書） 

検査項目 検査関係書類  検査要点 

契約時 

関係書類 

・工事請負契約書 

 

・設計図書（図面、仕様

書、質問回答書） 

・設計書 

・部分払いの回数、支払限度

額の確認 

・重要な事項が示されている

場合の確認 

  

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３０年３月３０日決裁 ２９佐契第１０８９

号） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則（令和３年３月３１日決裁 佐契第１１９７号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第７、８条） 

検査に必要な図書類（検査関係図書） 

検査項目 検査関係書類  検査要点 

契約時 

関係書類 

・工事請負契約書 

 

・設計図書（図面、仕様

書、質問回答書） 

・設計書 

・部分払いの回数、支払限度

額の確認 

・重要な事項が示されている

場合の確認 

  



着工時 

関係書類 

・監督職員選任通知書 

 

・主任技術者等選任通知

書 

 

・工程表 

・工事保険等の証書の写

し 

・建設業退職金共済制度

購入状況報告書及び受払

簿 

・千葉県建設工事適正化

指導要綱 

 

 

 

 

・現場における監理技術

者の専任制確認書 

・工事カルテ作成、登録 

 （ＣＯＲＩＮＳ） 

・工期変更及び人事異動によ

る変更通知の確認 

・資格及び専任の確認、恒常

的雇用関係が確認できる書類 

 

・付保期間、金額の確認 

・購入状況及び受払簿の確認 

 

・点検等報告書、下請業者選

定通知書、施工体制台帳、施

工体系図、下請契約書の写し

等により確認 

・工事現場状況等報告書、施

工体制等点検表により確認 

・１回／月の実施を確認 

・資格及び専任の確認等 

・請負金額５００万円以上の

工事対象、契約後・変更後及

び完成後１０日以内の登録の

確認。 

  

施工時 

関係書類 

・施工計画書 

 

 

・工事関係書類 

・実際の施工方法との対比 

・規格証明書、材料成績書、

使用量計算書による確認 

着工時 

関係書類 

・監督職員選任通知書 

 

・主任技術者等選任通知

書 

 

・工程表 

・工事保険等の証書の写

し 

・建設業退職金共済制度

購入状況報告書及び受払

簿 

・千葉県建設工事適正化

指導要綱 

 

 

 

 

・現場における監理技術

者の専任制確認書 

・工事カルテ作成、登録 

 （ＣＯＲＩＮＳ） 

・工期変更及び人事異動によ

る変更通知の確認 

・資格及び専任の確認、恒常

的雇用関係が確認できる書類 

 

・付保期間、金額の確認 

・購入状況及び受払簿の確認 

 

・点検等報告書、下請業者選

定通知書、施工体制台帳、施

工体系図、下請契約書の写し

等により確認 

・工事現場状況等報告書、施

工体制等点検表により確認 

・１回／月の実施を確認 

・資格及び専任の確認等 

・請負金額５００万円以上の

工事対象、契約後・変更後及

び完成後１０日以内の登録の

確認。 

  

施工時 

関係書類 

・施工計画書 

 

 

・工事関係書類 

・実際の施工方法との対比 

・規格証明書、材料成績書、

使用量計算書による確認 



 

 

 

 

・各種施工図 

・主要材料搬入報告書 

・支給品受領書、支給品

精算書 

・現場発生品調書  

・廃棄物の処理及び清掃

に関する法律 

 

 

 

 

 

・千葉県建設リサイクル

ガイドライン 

 

 

 

 

・建設副産物の処理基準

及び再生資材の利用基準 

・建設発生土管理基準 

 

・工事打合簿、使用材料の品

質証明書等綴、材料確認願

綴、段階確認書綴、品質管理

図表綴、出来形管理図表綴、

工事写真等により確認 

・施工内容の確認 

・種別、規格、日付、数量等

の確認 

・数量の確認 

・数量の確認 

・収集運搬及び最終又は中間

処分場の許可証及び契約の確

認 

・マニフェストによりＤ又は

Ｅ票の確認 検査時までにＥ

票の提出がない場合は、後日

監督員が確認 

・リサイクル計画書 

・再生資源利用計画書（実施

書） 

・再生資源利用促進計画書

（実施書） 

・建設副産物情報交換システ

ム－ＣＯＢＲＩＳ－ 

・建設副産物処理申請書 

・建設副産物処理調書 

 

 

 

 

・各種施工図 

・主要材料搬入報告書 

・支給品受領書、支給品

精算書 

・現場発生品調書  

・廃棄物の処理及び清掃

に関する法律 

 

 

 

 

 

・千葉県建設リサイクル

ガイドライン 

 

 

 

 

・建設副産物の処理基準

及び再生資材の利用基準 

・建設発生土管理基準 

 

・工事打合簿、使用材料の品

質証明書等綴、材料確認願

綴、段階確認書綴、品質管理

図表綴、出来形管理図表綴、

工事写真等により確認 

・施工内容の確認 

・種別、規格、日付、数量等

の確認 

・数量の確認 

・数量の確認 

・収集運搬及び最終又は中間

処分場の許可証及び契約の確

認 

・マニフェストによりＤ又は

Ｅ票の確認 検査時までにＥ

票の提出がない場合は、後日

監督員が確認 

・リサイクル計画書 

・再生資源利用計画書（実施

書） 

・再生資源利用促進計画書

（実施書） 

・建設副産物情報交換システ

ム－ＣＯＢＲＩＳ－ 

・建設副産物処理申請書 

・建設副産物処理調書 



 

・各種技能士 

・工期変更協議書 

・中間前金払認定調書 

・既済部分検査申請書 

・部分完成届 

・部分引渡書 

・事故報告書 

・汚染要因に関する調査票 

・埋め立てに関する許可証の

確認 

・資格証明書により確認 

  

完成時 

関係書類 

・工事完成通知書 

・工事引継書 

・完成図書等 

・完成写真 

・安全衛生関係書類 

・工事カルテ変更、完成 

（ＣＯＲＩＮＳ） 

 

 

・引渡し一覧表 

・特記による 

・安全活動の確認 

・請負金額５００万円以上 

その他  
・官公署届出書類 ・関係法令による手続きの完

了及び合格の確認 

※工事の種別毎に選択するものとする。 

 

 

別表第２（第８条） 

検査基準に関する関係図書 

番 号 図書内容 備考 

   １ 契約図書  

   ２ 契約書に添付した積算書及び数量計算書  

 

・各種技能士 

・工期変更協議書 

・中間前金払認定調書 

・既済部分検査申請書 

・部分完成届 

・部分引渡書 

・事故報告書 

・汚染要因に関する調査票 

・埋め立てに関する許可証の

確認 

・資格証明書により確認 

  

完成時 

関係書類 

・工事完成通知書 

・工事引継書 

・完成図書等 

・完成写真 

・安全衛生関係書類 

・工事カルテ変更、完成 

（ＣＯＲＩＮＳ） 

 

 

・引渡し一覧表 

・特記による 

・安全活動の確認 

・請負金額５００万円以上 

その他  
・官公署届出書類 ・関係法令による手続きの完

了及び合格の確認 

※工事の種別毎に選択するものとする。 

 

 

別表第２（第８条） 

検査基準に関する関係図書 

番 号 図書内容 備考 

   １ 契約図書  

   ２ 契約書に添付した積算書及び数量計算書  



   ３ 千葉県建設工事検査要綱  

   ４ 千葉県土木工事施工管理基準  

   ５ 千葉県土木工事共通仕様書、その他共通仕様書

及び特記仕様書 

 

   ６ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修標準仕様書

及び共通仕様書 

（建築、電気、機械設備） 

 

   ７ 建築工事施工監理指針  

   ８ 電気工事施工監理指針  

９ 機械設備工事施工監理指針  

１０ ＪＩＳ及びＪＡＳ等の基準  

１１ その他関係法令及び関係法令に付随する構造等

の基準 

 

１２ その他事業説明時の説明事項及び質疑応答書  

１３ その他官公庁、財団及び協会等の基準  

１４ その他検査担当部長が特に認めた会社等の基準  

 

 

 

 

   ３ 千葉県建設工事検査要綱  

   ４ 千葉県土木工事施工管理基準  

   ５ 千葉県土木工事共通仕様書、その他共通仕様書

及び特記仕様書 

 

   ６ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修標準仕様書

及び共通仕様書 

（建築、電気、機械設備） 

 

   ７ 建築工事施工監理指針  

   ８ 電気工事施工監理指針  

９ 機械設備工事施工監理指針  

１０ ＪＩＳ及びＪＡＳ等の基準  

１１ その他関係法令及び関係法令に付随する構造等

の基準 

 

１２ その他事業説明時の説明事項及び質疑応答書  

１３ その他官公庁、財団及び協会等の基準  

１４ その他検査担当部長が特に認めた会社等の基準  

 

 

 

 

附 則（令和６年３月２９日決裁 佐契第１２５５号） 
この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


